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2月号（545号） 

 以下の［事例 1］［事例 2］について，各事例における Xおよび Yの罪責を論じなさい

（特別法違反の点は除く）。 

［事例 1］ 1 Xは，自己の所有する土地 Pを Aに 1000万円で売却することにし，Aと売

買契約を締結した。Aは同代金 1000万円を Xに支払った。もっとも，Aへの所有権移転登

記は先延ばしにされたため，所有権の登記名義人は Xのままになっていた。なお，同売買

契約において，所有権の移転時期に関する特約はなかった。 

2 賃貸マンションを経営する Yは，新たなマンションを建築する土地として，土地 Pに

目を付けたが，すでに土地 Pについては，Xと Aとの間で売買契約が成立したことを知っ

た。ただ，Aへの所有権移転登記が完了していないことに気づいた Yは，土地 Pを購入す

るチャンスがあるのではないかと考え，Xに対し，「土地 Pを 1500万円で売ってもらえま

せんか」と言って，その購入を打診した。Yからの申し出を受けて，利益が上がると考え

た Xは，土地 Pを 1500万円で売却する旨の売買契約を Yと締結した。Yはすぐに同代金

1500万円を Xに支払い，Yへの所有権移転登記を完了した。 

［事例 2］（［事例 1］の 2 の事実が，以下の 3 の事実であったとする。） 

3 不動産業を営む Yは，土地を転売して儲けることを企図して，立地条件の良い土地 P

に目を付けたが，すでに土地 Pについては，Xと Aとの間で売買契約が成立したことを知

った。ただ，Aへの所有権移転登記が完了していないことに気づいた Yは，何としても土

地 Pを手に入れた上で，購入金額よりも高値で転売し，利益を得ようと考え，Xに対し，

「土地 Pを 1500万円で売ってくれないか」と申し入れた。Xは，それに対し，「土地 Pに

ついては，すでに Aと売買契約を締結して代金も受け取っている。さらに売ることなどで

きない」と言って拒絶した。しかし，それにもかかわらず，Yは，法的知識に疎く，経済

的にも困っていた Xに対し，「土地 Pの名義人はあなたでしょう。受け取った代金を Aに

戻せば，何も言われない。万一，裁判沙汰になっても，自分が引き受けてやるから心配は

いらない」などと執拗かつ積極的に働きかけた。その結果，遂に Xをして土地 Pを Yに

1500万円で売却することを承諾させて，Yと売買契約を締結するに至らしめた。Yはすぐ

に同代金 1500万円を Xに支払い，Yへの所有権移転登記を完了した。 
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1月号（544号） 

 X（男性・28歳）は，某日午後 7時頃，高校時代の同級生である Y（男性・28歳）と久

しぶりに会い，居酒屋 Pのカウンター席で飲食しながら，思い出話で盛り上がっていた。 

Yの隣に座っていた客 A（男性・52歳）は，酔った状態でカウンターに顔を伏せて寝てい

たが，Aのズボンの後ろポケットからは，Aの長財布がはみ出していた（以下，Aの長財布

を「本件財布」とする）。生活費に窮していた Yは，本件財布を見て，それを奪うことを

決めた。同日午後 11時頃，支払いの前に Xがトイレに行ったので，その間に Yは，上記

の状態にあった本件財布を Aのズボンから抜き取り，自己のジャンパーのポケットに入れ

た。しばらくして Xは席に戻ってきて，飲食代金を支払った。Yは店員に「帰るわ。ごち

そうさん」と声をかけて，Xと Yは P店を出た。 

 カウンターで寝ていた Aは，Yが店員にかけた声で目を覚ました。そしてすぐに，自身

のズボンの後ろポケットから本件財布がなくなっていることに気づいた。Aは，隣にいた

Yが盗んだと考え，P店を出た直後の Yを探そうと店の外に出た。すると，P店から約 10m

離れた所に Yがいたことから，Aは「ちょっと待て」と声をかけた。Aの声を聞いた Yは

急に走り出し，Xもそれに続いた。それを見た Aも走って Yを追いかけた。走りながら Y

は Xに「俺，あいつの財布を盗んだんや。でも取り返されたくないから，一緒にあいつを

殴ろうや」と言った。これに対し，Xは「わかった。やるしかないな」と答えた。 

 Xと Yは，P店から約 30m離れた所にある人けのない空き地で Aに追いつかれた。Yは，

本件財布を取り返されるのを防ぐために，Aの胸を強く押して転倒させ，さらに，倒れた

Aに対し，顔面を踏んだり，頭部を数回強く足蹴にした。それを見た Xも，Aの頭部を数

回強く蹴った。Xと Yは，Aが怯えて動かないのを見て，走り去った。Xと Yによる一連の

暴行により，Aは頭部打撲の傷害を負った。ただし，Xと Yが暴行に及ぶ際，傷害を発生

させる認識があったことは認められていない。 

 Xおよび Yの罪責を論じなさい（住居等侵入罪および特別法違反の点は除く）。 
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12月号（543号） 

 会社員である Xは，妻 Yと 3年前に結婚し，札幌市内で同居していた。Xらの自宅の近

くには，Yの幼馴染である Aが暮らしており，Xが料理が得意なこともあって，X・Yと A

は時折食事を共にしていた。Xと Aは，そうして顔を合わせる機会があったことから，次

第に親密になり，不倫関係へと発展した。一方，Yは，Xと Aの関係について別の友人か

ら聞かされ，当然に両者に対する怒りの気持ちを抱いたものの，人間関係がこじれること

を不安に思い，ひとまず我慢することにした。 

Xは，しばらく Aとの不倫関係を続けていたが，徐々に Aが Yとの離婚を迫るようになっ

たため，Aに嫌気がさしていた。そして遂には Aが，「私が Yに直接，離婚するように言

う」と言い出したため，Xは Aの存在が邪魔になり，Aの殺害を決意した。そこで，Xは，

味に変化をつけずに料理に毒物を入れて人を殺害する方法をインターネットで検索したと

ころ，1gの毒物 Pを食材に混ぜ込む方法を見つけたので，その画面をプリント・アウトし

た。そして，Aの好物であるイクラの醤油漬けを手作りし，そこに毒物 Pを混ぜ込むこと

を思いつき，そのために密かに 1gの毒物 Pを入手した。 

 某日午前 11時頃，スーパーでイクラを購入した Xは，自宅で，1gの毒物 Pを混ぜ込ん

で，毒入りのイクラの醤油漬け（以下，「本件醤油漬け」とする）を作った。同日午後 1

時頃，本件醤油漬けが毒入りであることを Yが気づくはずもないと考えた Xは，Yに，「今

から出張に出かけるけど，Aのためにイクラの醤油漬けを作った。冷蔵庫に入れてあるか

ら，それを明日 Aに届けて，食べるように言ってきてくれないか」と言って，本件醤油漬

けを Aに届けるよう Yに頼んだ。Yはそれを承諾し，Xは出張に出かけた。 

 Xが出張に出かけた後，Yが Xの部屋を掃除していたところ，ゴミ箱の中に，「毒物で人

を殺害する方法」と書かれたプリントを見つけた。プリントには，Xの字で，「イクラ醤油

漬け」とのメモ書きがあった。それを読んだ Yは，本件醤油漬けは Xが Aを殺害するため

に作った毒入りのものであると気づいた。しかし，Aのことを腹立たしく思っていた Y

は，「Aが死んでくれるのなら，それでいい」と考え，Xに頼まれたとおりに，本件醤油漬

けを Aに届けることにした。 

 その翌日，Yは，A宅を訪れ，Aに，「この醤油漬けは，Xがあなたのために作ったから

食べてみて」と言って，本件醤油漬けを渡した。Yが帰った後，さっそく本件醤油漬けを

食べた Aは，毒物 Pに基づく中毒により即死した。 

 Xおよび Yの罪責を論じなさい（住居侵入罪および特別法違反の点は除く）。 
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11月号（542号） 

 Xは，スナック Pでホステスをしていたが，生活費に窮していたため，P店の女性経営

者である Aから金銭を奪い取って，生活費の足しにしようと考えた。しかし，力の弱い自

分に金銭を奪い取ることができるのか不安をおぼえたため，中学 1年生である 12歳の息

子 Yにそれを実行させることにした。Xは Yに，「P店に行って，Aからお金をとってき

て。映画でやっているように，カネだ，とか言って，モデルガンを見せなさい」などと言

って，覆面をしエアーガンを突き付けて脅迫することで Aから金銭を奪い取るよう指示命

令した。Yは嫌がっていたが，Xは，「大丈夫。お前は体も大きいから子供には見えない

よ」などと言って説得し，犯行に使用するためにあらかじめ用意した覆面用のビニール袋

とエアーガンを手渡した。Yは Xの指示に従うことにした。 

 某日午後 6時頃，Yは，Xから手渡されたエアーガン等を携えて，一人で P店に赴い

た。そして，覆面をかぶった状態で P店出入口のドアを開けて店内に立ち入った。カウン

ター内の流しで洗い物をしていた Aは，覆面姿の人物を見て驚き，身動きをとれずにい

た。すぐさま Yは Aに近づき，エアーガンの銃口を Aに突き付けて，「カネだ。カネ」と

繰り返し言った。Aが Yに「誰なの」と言ったところ，Yは，P店の出入口に行って，出入

口のシャッターとドアを閉めた。逃げ道がなくなり怖くなった Aは，「早く帰って。シャ

ッターを開けて」と叫んだ。そこで，Yは Aに，「トイレに入れ。殺さないから入れ」と言

った。トイレに入った Aに，Yは，「絶対に出てくんなよ」と繰り返し言いながら，その間

に，店のレジから現金 40万円を奪い取って，P店から立ち去った。 

 自宅に戻った Yは，その現金 40万円を Xに渡した。Xは，受け取った現金 40万円を生

活費等に費消した。 

 Xおよび Yの罪責を論じなさい（住居等侵入罪，監禁罪および特別法違反の点は除く）。 
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10月号（541号） 

 Xは，某日午前 4時頃，Yほか数名の友人と自宅でお酒を飲んでいた。Xは，交際相手で

ある Aと話をしようと，Aの携帯電話に電話をかけた。飲食店 Pでホステスとして働く A

は，接客中であったが，Xからの電話であったので電話に出ることにし，席を立って控室

で Xと話していた。P店の店長 Sは，日頃より Aが Xと仕事中に電話をすることを腹立た

しく思っていたところ，同日も Aが電話をしているのを見て激怒した。そして，Aの携帯

電話を奪い取った上で，電話口に対し，「店長の Sや。おまえが Xか。こっちは仕事中や

ぞ。おまえ頭おかしいんか。二度とかけてくんな，ボケ」と怒鳴り，電話を切った。X

は，Sの物言いに憤慨し，「Sを殺してやる」と大声をあげて，近くにいた Yに「行くぞ」

と声をかけた。Yは，一緒に Sのところに行けばけんかになると思ったので，行くのをた

めらったが，Xは，「おまえ根性なしか。友達やろ」と言って Yをなじり，同行を強く求め

た。Yは渋々同行を承諾した。出発の際，Xは，台所にあった包丁（刃体の長さ約

14.5cm）を Yに持たせた。 

 Xと Yは，タクシーに乗って P店に向かった。しかし，その車内で，Xは，Sとの対峙に

不安を覚えたことから，Yを Sとのけんかの相手方にしようと考えた。そこで，Xは，Y

に，本当は Sと面識がないのに，「俺は Sに顔が知られてるから，おまえが先に行ってく

れ。Aに言って Sを呼び出すから，店の前で待っといたらいい」と言った。不安な様子を

見せる Yに，Xは，「大丈夫や。けんかになったら助けるから」と言い，さらに，Yが Sを

殺害することになってもやむを得ないとの意思のもとに，「やられたら，その包丁を使う

ねんぞ」と指示をした。そして Yが一人で向かうことを強く求めた。結局，Yはそれを断

り切れず，タクシーの停車後，一人で P店に向かった。Xは，タクシーを降りて，P店か

ら少し離れた場所で Yの様子を見ていた。 

 Yは，内心では自分から進んで Sに暴行を加える意思はなく，しかも Sとは面識がない

ので，いきなり暴力を振るわれることもないだろうと考えて，P店の入口付近で Sを待っ

ていた。ところが，Sが P店から出てきたところ，Sは，Yを Xと取り違え，「おまえが X

か」と言いながら，いきなり襟首をつかみ引きずり回した上，手拳等で顔面を殴打し，コ

ンクリートの路上に転倒させて足蹴にした。これに対し，Yは，Sに殴り返すなどした

が，頼みとする Xの加勢も得られず，再び路上に殴り倒されたため，自身の生命・身体を

守るため，とっさに包丁を取り出し，Xの前記指示どおりに包丁を使用して Sを殺害する

ことになってもやむを得ないとの思いをもって，包丁で Sの左胸部等を数回突き刺した。

Sは心臓刺傷および肝刺傷による急性失血により死亡した。 

 Xおよび Yの罪責を論じなさい（特別法違反の点は除く）。 
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9月号（540号） 

 X（24歳，男性），Y（24歳，男性），A（24歳，女性）は，大学時代の同級生であり，音

楽サークルでバンドを組んでいたが，Aが仕事で海外に赴任することになったので，レス

トラン Pで Aを送別するために食事をした。その際，飲酒はしていなかった。午前 1時

頃，P店の前の歩道上で雑談をしていたところ，Xは，酩酊して通り掛かった S（45歳，

男性）と目が合った。Sは，Xに対し，「なに見てんねん」と言ったところ，Xが「見たら

あかんのんか」と答えた。その言葉に激高した Sは，Xの前にいた Aの長い髪をつかみ，

付近を引き回す乱暴を始めた。Xは，これを制止し，Sの手を Aの髪から放させようとし

て，Sの腕，手をつかんだり，その顔面や身体を殴る蹴るなどした。Yも，少し遅れて S

と Xの移動に付いて行き，Sの手を Aの髪から放させようとして Sの腕を押さえたが，そ

れでも放さないため，Sの脇腹や肩付近を 2回蹴った。しかし，Sは，Aの髪を放そうとせ

ず，Xの腹部を蹴ったりした上，Aの髪をつかんだまま，車道幅員約 16.5mの幹線道路を

横断して，向かい側にある駐車場 Q入口の内側付近まで Aを引っ張っていった。Xと Y

は，その後を追いかけて行き，Xは，Sの手を Aの髪から放させようとして Sを殴る蹴る

などし，Yも，Sの背中を 1回蹴った。Sもこれに応戦した。その後，ようやく，Sは，A

の髪から手を放し，近くにいた Xと Yに向かって，「あほか。死ね」などと悪態をつきつ

つも，殴る構えをすることはなく，後ずさりするようにして，Qの奥の方に移動した。X

は，Sの後を追い，Sの「あほか。死ね」との言葉に対する憤激の情を伴って，Sの顔面を

手拳で殴打した。Sは，酩酊していたため転倒し，コンクリート床に頭部を打ち付け，頭

蓋骨骨折の傷害を負った。 

 Xおよび Yの罪責を論じなさい（特別法違反の点は除く）。 
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8月号（539号） 

 以下の［事例 1］［事例 2］について，各事例における Xおよび Yの罪責を論じなさい

（特別法違反の点は除く）。 

［事例 1］ 1 キャバクラ店 Pの店長である Xは，P店に勤めていた女性従業員 Aが突然

辞めたことに驚き，その理由を調べたところ，他のキャバクラ店 Qの店長 Bが Aを引き抜

き，Q店で働かせていることを知った。Aは客からの人気も高く，Aの退職は P店の経営に

とって痛手であったため，Xは Bに対する恨みを募らせた。そこで，Xは，若くて大柄な

体格の P店の従業員 Yに頼んで，Bを痛い目にあわせてもらい，Bが二度と P店の女性従

業員に関わってこないようにすることを考えた。その際，Xは，Yが Bを平手で数回叩く

程度のことを想定し，Bに怪我を負わすことまでは考えていなかった。Xは，Yに，それま

での事情と Bへの恨みを話した上で，「Q店の閉店後に出てきた Bを呼び止めて，平手で何

発か叩いて，二度とうちの従業員に関わってこんようにびびらしたれ」と言った。Aが辞

めたことの経営的な痛手は Y自身も感じていたので，「わかりました」と言って，Xの提案

に同意し，その役割を引き受けた。 

2 某日深夜，Yは自己の自動車を Q店の前に停めて，Bが Q店から出てくるのを待った。

しばらくして Bが Q店から出てきたので，Yは自車を降りて Bに声をかけた。振り向いた

Bに対し，Yが Bの胸倉を掴んで，平手で顔面を数発叩いたが，その時点で Bが怪我を負

うことはなかった。そして，Yは，「おまえ，Aに声かけて引き抜いたやろ」と言ったが，

Bは，「なんもしてへんわ。Aがおまえの店，気に入らんからやめただけやろ」と答えた。

その言動に腹が立った Yは，ちょうど道端に落ちていた鉄パイプを見つけたので，それで

Bに怪我を負わせて，二度と P店の女性従業員に関わってこないようにしようと考え，そ

の鉄パイプを拾い，Bの左肩をねらって鉄パイプを振り下ろした。ところが，Bが身構え

て頭を下げたので，鉄パイプが Bの頭部に直撃してしまった。Bは意識を失って道路上に

倒れた。驚いた Yはその場を立ち去った。その後，Bは通行人に発見されて病院に搬送さ

れたが，鉄パイプが頭部に当たったことによる急性硬膜下血腫のため死亡した。 

［事例 2］（［事例 1］の 2の事実が，以下の 3の事実であったとする。） 

3 某日深夜，Yは自己の自動車を Q店の前に停めて，Bが Q店から出てくるのを待った。

しばらくして Bが Q店から出てきたので，Yは自車を降りて Bに声をかけた。振り向いた

Bに対し，Yが Bの胸倉を掴んで，平手で顔面を数発叩いたが，その時点で Bが怪我を負

うことはなかった。Bは，「俺をびびらしに来たんか。そんなことより，おまえ，Aと付き

おうてたやろ。Xに言うたろか。女性従業員との恋愛はご法度のはずや」と言った。Aと

付き合っていたことが Xに知られたら自分の身に大変なことが起こると考えた Yは，その

事態を避けようと，口封じのために Bを殺害することを決意した。Yは Bに，「話せばわか

るから，とりあえず俺の車に乗れや」と言って，Bを自車に乗せた。自動車のドアを閉め

た途端，Yは，Bの顔面を何度も強く殴打し，さらに，ぐったりとした Bの首に自身のズ

ボンのベルトを巻き付けて力いっぱい絞めた。その結果，Bは窒息死した。 



法学教室 2025 年度演習 刑法設問集 松尾誠紀先生 

8 

7月号（538号） 

 以下の［事例 1］［事例 2］について，各事例における Xおよび Yの罪責を論じなさい

（特別法違反の点は除く）。 

［事例 1］ 1 キャバクラ店 Pの店長である Xは，P店に勤めていた女性従業員 Aが突然

辞めたことに驚き，その理由を調べたところ，他のキャバクラ店 Qの店長 Bが Aを引き抜

き，Q店で働かせていることを知った。Aは客からの人気も高く，Aの退職は P店の経営に

とって痛手であったため，Xは Bに対する恨みを募らせた。そこで，Xは，Bを襲撃して痛

めつけてやろうと考えた。Xは，P店の従業員 Yに，それまでの事情と Bへの強い恨みを

話した上で，「木刀を使って，一緒に Bをやってやろうじゃないか」と提案した。その提

案の際，Xは，木刀で Bの腕や足，背中などを叩くことで，傷害を負わせることになるか

もしれないが，それによって Bを怖がらせることで二度と P店の従業員に手を出さないよ

うにすることを考えていた。ところが，Yは，日頃から暴力的な傾向を持つ Xが Bに対す

る強い恨みを話しているので，Xは Bの殺害を考えており，その意味で「やってやろうじ

ゃないか」と言っていると考えた。Aが辞めたことの経営的な痛手は Y自身も感じていた

ので，Bを殺すしかないと思い，Yは Xに，「わかりました。やってやりましょう」と答え

た。 

2 某日深夜，人けのない道路を歩く Bに対し，Xと Yが Bに近づき，Xが Bの背後から右

肩に向けて木刀を振り下ろした。Bは右肩を殴られてその場にうずくまったが，傷害は負

わなかった。ただ，そのとき，Yが，殺意をもって，Bの頭部を目掛けて思い切り木刀を

振り下ろした。頭部を殴られた Bは，意識を失った。驚いた Xは，Yに「逃げよう」と声

をかけ，Xと Yはその場を立ち去った。その後，Bは通行人に発見されて病院に搬送され

たが，木刀で頭部を殴られたことによる急性硬膜下血腫のため死亡した。 

［事例 2］（［事例 1］の 2の事実が，以下の 3の事実であったとする。） 

3 某日深夜，人けのない道路を歩く Bに対し，Xと Yが Bに近づき，Yが Bの背後から木

刀を振り下ろしたが，足音に気づいた Bが咄嗟によけたことで，Yの攻撃は空振りとなっ

た。そして，Xが Bに強く体当たりをした。それにより Bは勢いよく倒れたため，頭部を

道路に強く打ちつけて意識を失った。驚いた Xは，Yに「逃げよう」と声をかけ，Xと Y

はその場を立ち去った。その後，Bは通行人に発見されて病院に搬送されたが，頭部を道

路に強く打ちつけたことによる急性硬膜下血腫のため死亡した。 
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6月号（537号） 

 Wと Xは，プロ野球チーム Fのファンが集う飲食店 Sで飲食していた。Wは，煙草を吸

うために S店の前にある喫煙所に来た。喫煙所には客 Aがスマホで Fチームの試合を見て

おり，Fチームの投手がホームランを打たれた瞬間に大喜びをした。それを見て腹が立っ

た Wは，怪我を負わせて懲らしめてやろうと思い，Aの顔面を殴った。倒れた Aに対し，

さらに頭部や背中を足蹴にした上，落ちていた角材で背中を殴打した。 

 Xは，Wが帰ってこないので心配になり，S店の前の喫煙所を見に行ったところ，Wが A

を足蹴にしているところを目撃した。Wから事情を聞いた Xは，Wと同じく，Aに怪我を負

わせて懲らしめるのがよいと考え，「俺もやる」と言って Wに加勢することにした。Wはさ

らに，Aの頭部や背中に対し複数回の足蹴を加えたほか，角材で背中を殴打した。Xも，A

の背中に対し複数回の足蹴を加えたほか，角材で背中を殴打したが，ただ，「頭はやめて

おこう」と考え，頭部に対する足蹴・殴打は行わなかった。 

 しばらくして Aが Wと Xに謝ったので，Wと Xは暴行をやめた。一連の暴行の結果，A

は，後頭部裂傷（以下，「傷害結果 R」とする）および背中に擦過傷（以下，「傷害結果

S」とする）を負ったが，傷害結果 R・Sの傷害は，Wと Xの共謀成立前の Wの暴行による

ものか，共謀成立後の Wと Xの暴行によるものかを知ることができなかった。 

 Wおよび Xの罪責を論じなさい（特別法違反の点は除く）。 
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5月号（536号） 

 以下の［事例 1］における Wと Xの罪責，［事例 2］における Yと Zの罪責を論じなさい

（特別法違反の点は除く）。 

 ［事例 1］ Wと Xは，プロ野球チーム Fのファンが集う飲食店 Sで飲食していた。W

は，煙草を吸うために S店の前にある喫煙所に来た。喫煙所には客 Aがスマホで Fチーム

の試合を見ており，Fチームの投手がホームランを打たれた瞬間に大喜びをした。それを

見て腹が立った Wは，Aの顔面を殴った。倒れた Aに対し，さらに頭や背中を足蹴にした

上，落ちていた角材で背中を殴打した。 

 Xは，Wが帰ってこないので心配になり，S店の前の喫煙所を見に行ったところ，Wが A

を足蹴にしているところを目撃した。Xは，Wから事情を聞き，Wに加勢することにした。

ただ，Aの後頭部の出血を見た Xは，Wに，「頭はやめよう。やばい」と言って，Wととも

に背中に対して多数回の足蹴を加えたほか，角材で殴打した。 

 しばらくして Aが Wと Xに謝ったので，Wと Xは暴行をやめた。一連の暴行の結果，A

は，後頭部裂傷（以下，「傷害結果 P」とする）および背中に擦過傷（以下，「傷害結果

Q」とする）を負った。傷害結果 Qは，Xの共謀加担前にすでに生じていたが，Xの共謀加

担後の暴行により相当程度重篤化したものであった。 

 ［事例 2］ Yは，架空の話により高齢者から金銭を騙し取ろうと考え，Bに電話をかけ

て，「消費者サポートセンターの者です。あなたの携帯電話が犯罪に利用されています。

こちらで携帯電話の解約をサポートするために，着手金 20万円が必要です。これから担

当者があなたの自宅に着手金を受け取りに行きます。ただ，犯人はあらゆる手段を使って

あなたを監視しています。我々のサポートが犯人側に察知されないように，お金は段ボー

ル箱に入れて，あなたの家の玄関ドアの前に置いておいてください」と伝えた。 

 Bとの電話を終えた Yは，お金の受け取りは友人 Zに頼むことにした。その際，Zには

一連の事情は言わないが，Zが詐欺に関与していると気づいたとしても構わないと思って

いた。Yは Zに電話をかけて，「おまえ，仕事なかったやろ。小遣い稼ぎあるで。Bの家の

前に段ボール箱が置いてあるから，それを取ってきてくれ。それだけで報酬 3万円や」と

言った。Zは，アルバイト代としては報酬が高額なので，詐欺に関与するかもしれないと

思ったが，生活費に困っていたので Yからの依頼を承諾した。 

 Bは，Yに言われたことを真実と思い込んで，現金 20万円を入れた段ボール箱を自宅の

玄関ドアの前に置いた。その後，Zが B宅を訪れ，玄関ドアの前に置いてあった段ボール

箱を回収した。 
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4月号（535号） 

 Xは，2021年 4月に Aと婚姻し，2022年 5月には Aとの間に長男 Bが生まれた。ところ

が，2023年 6月に Aと離婚し，Xは Bの親権者となって Bを引き取った。2024年 1月頃，

Xは，勤務先の飲食店で Yと知り合い，親しく付き合うようになった。同年 3月頃に Xと

Bが Y宅に引っ越すかたちで，Xらは Yと同居を始めた。同年 9月に Xが妊娠しているこ

とが分かり，Yもそのことを知っていた。ところが，その妊娠が分かった頃から，Yは，B

に対し，行儀が悪いなどと言って，Bの頰を平手や手拳で何度も叩くなどの暴力をふる

い，ときに Bの頰が赤く腫れたり，鼻血が出ることもあった。しかし，Xは，そのような

Yの短気な性格や暴力的な行動傾向を認識しつつも，Yとの間に子どもが生まれることも

あり，Yとの関係を保つことを優先して，Bに対する Yの暴力をとがめることも同居を解

消することもしなかった。 

 2025年 3月 28日午後 7時頃，夕食の際，Bが牛乳の入ったコップを倒したことに Yが

激高し，「立て！」と怒鳴り，Bの服を乱暴につかんで Bを立たせ，Bの頰を平手で 2回，

3回と連続で叩いた。Bは泣きながら，「ごめんなさい」と言った。しかし Yは Bに言うこ

とを聞かせようとする気持ちから，鼻血が出るくらいなら構わないと考え，Bの頰を平手

でさらに強く叩いた。すると，Bの身体がタンスに向かって勢いよく倒れ，Bはタンスに

頭を強くぶつけた。そのころ，Xは，台所で食器を洗っており，Yの怒鳴り声や Bを叩く

音，Bの泣き声を聞いて，Yがまた Bを叩いていると認識したが，頰が腫れたりすること

はあるかもしれないが，死ぬことはないだろうと考えて何もせず，無関心を装っていた。

しかし，タンスに頭をぶつけたような鈍い音を聞いたので，Bのもとに駆け付けたとこ

ろ，Bは意識を失って倒れていた。Xはすぐに 119番通報をして救急車を要請した。Bは，

病院に運ばれて医師の治療を受けたものの，頭部をタンスにぶつけた際に生じた硬膜下出

血により死亡した。 

 本件当時，Xは妊娠していたため，身を挺して Yの暴力を制止することは困難であっ

た。しかし，「やめて」などと言葉を発することで Yの暴力を制止する行動に出ることは

容易にできたし，それによって Yの暴力を阻止することは相当程度可能であった。 

 Xおよび Yの罪責を論じなさい（特別法違反の点は除く）。 


